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Ⅰ 「ひたち子どもプラン２０２０」の点検・評価について 

 

１ 目的 

  日立市子ども・子育て支援計画で定めた５年間の量の見込みと確保方策に基づき、各

事業の進捗状況の点検・評価を行い、計画的に施設・事業を提供するとともに、各種の

子ども・子育て支援施策を着実に推進するため実施する。 

 

２ 計画の進捗状況の管理（実施状況等の点検・評価・計画の見直し） 

  計画の推進体制を構築し、ＰＤＣＡサイクルを確保する。 

  各年度において、本計画に基づく施策の実施状況等について点検、評価するため、日

立市子ども・子育て会議を定期的に開催し、その結果を公表する。 

  また、計画開始後、人口推計を上回る乳幼児人口の増加や、教育・保育ニーズの推移

などにより、計画上の量の見込みと実際の需要に乖離が生じる事態が発生した場合には

計画の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 点検及び評価の基本的な考え方 

  国が示している子ども・子育て支援法に基づく基本指針を踏まえ、日立市子ども・子

育て支援計画第５章に掲げる「教育・保育等の量の見込みと確保方策」について、計画

上の施策・事業の状況、実績数値などを基に点検・評価を行うこととし、日立市子ども・

子育て会議に報告し、必要に応じて改善を図る。また、その結果を市ホームページ等で

公表する。 

 

４ 点検・評価の進め方（各事業担当課による自己評価） 

  次の２つの評価を行う。 

ＰＬＡＮ（計画の策定） 

●子ども・子育て会議での意見聴取 

●量の見込みと確保方策の設定 ＤＯ（計画の推進） 

●市民、事業者、行政、関係機関等 

の連携 

●効果的・効率的な事業の推進 

●国、県からの情報提供・連携 

ＣＨＥＣＫ（計画の評価・公表） 

●子ども・子育て会議での審議 

●事業実績に対する進捗管理と 

点検・評価 

ＡＣＴＩＯＮ 

（事業継続・拡充、計画の見直し） 

●取組事業の継続・拡充、見直し 

●計画の見直し 
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 （１）実数や利用希望者等に対して十分なサービス提供体制が整っていたのかを４段階

で点検・評価をする。 

    Ａ：対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制を整えていた。（利用希望者等

の８５％以上が利用できる状況にあった） 

Ｂ：対象者や利用希望者に対して、ほぼ利用可能な体制を整えていた。（利用希望

者等の７０％以上８５％未満が利用できる状況にあった） 

Ｃ：対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制を一部整えられていなかった。

（利用希望者等の５０％以上７０％未満が利用できる状況にあった） 

Ｄ：対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制が整えられていなかった。（利

用希望者等の５０％未満しか利用できない状況にあった） 

（２）施策の計画数値と実績数値等を比較し、５段階で点検・評価をする。 

    Ｓ：計画以上に進んでいる（計画値に対する実績が１００％を超えている）  

Ａ：計画どおりに進んでいる（計画値に対する実績８５％以上１００％以下） 

Ｂ：ほぼ計画どおりに進んでいる（計画値に対する実績７０％以上８５％未満） 

Ｃ：計画より若干遅れている（計画値に対する実績５０％以上７０％未満） 

Ｄ：大幅に遅れている（計画値に対する実績５０％未満） 

（３）子ども・子育て会議委員からの御意見 

    （１）及び（２）の各事業担当課による自己評価に対する各委員から御意見をい

ただく。（会議資料として、委員からの主な御意見を評価シートに併記する。） 

 （４）計画の見直し 

    計画を進めていく上で、人口推計、需要など直近の実績等から計画を見直す必要

が生じた場合は、計画の中間年（令和４年度）を目安に、子ども・子育て会議で審

議の上、見直し後の調整数値として評価シートに併記する。 

 

５ 点検・評価のスケジュール 

 

令和 2 年

度 
3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 

 

      

 

 

 

 

令和 4年度 

点検・評価 

令和 5年度 

点検・評価 

令和 6 年度 

点検・評価 

令和 3年度 

点検・評価 

令和 2年度 

点検・評価 

 子ども・子育て支援事業計画（現計画） 

 次期 子ども・子育て支援事業計画 ニーズ調査・計画策定作業 
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【参 考】計画策定にかかる国の基本方針（※） 

 （※）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子

育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本

的な方針（内閣府告示第１５９号（平成２６年７月２日付け）） 

 

 

  

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価 

  市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の

実施状況（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や、これに係る費

用の使途実績等について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対

策を実施すること。この場合において、公立の教育・保育施設に係る施策の実施状況等に

ついても、その対象とする必要があることに留意が必要である。この際、この一連の過程

を開かれたものとするため、地方版子ども・子育て会議を活用することが望まれる。 

  評価においては、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（アウ

トカム）についても点検・評価することが重要である。子ども・子育て支援の推進におい

ては、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組が必要であり、このような取組を評

価するため、利用者の視点に立った指標を設定し、点検及び評価を行い、施策の改善につ

なげていくことが望まれる。 

  法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、（略）当該認定区分に

係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見

直しが必要となる。このため、市町村は、支給認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を

目安として、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。

都道府県においても、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ、必要

な場合には、都道府県子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。なお、この場合

において見直し後の子ども・子育て支援事業計画の期間は、当初の計画期間とすること。 



  Ⅱ　ひたち子どもプラン2020点検・評価一覧表（令和6年度事業）【概要】

　評価は、利用希望者等に対してサービス提供体制が整っていたかについて、次の4段階で評価した。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

１　教育・保育事業

事業名 事業概要 担当課 評価

（1）
１号認定
（満３歳以上 保育の必要性なし）

（幼稚園等を利用する方）満３歳以上の小学校入学前
の児童で主に保育の必要性がないときに認定する。

子ども施設課 Ａ

（2）
２号認定
（満３歳以上 保育の必要性あり）

（保育園や認定こども園を利用する方）満３歳以上小
学校入学前の児童で保育の必要があるときに認定す
る。

子ども施設課 Ａ

（3）
３号認定
（３歳未満 保育の必要性あり）

（保育園や認定こども園を利用する方）３歳未満の児
童で保育の必要があるときに認定する。

子ども施設課 Ａ

２　地域子ども・子育て支援事業（子ども・子育て支援交付金対象事業）

事業名 事業概要 担当課 評価

（1） 利用者支援事業
幼稚園・保育園や地域の子育て支援事業などの必要
な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相
談・支援などを行う事業

子育て支援課
健康づくり推進課 Ａ

（2） 地域子育て支援拠点事業
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての
不安・悩みを相談できる場を提供する事業

子育て支援課
子ども施設課
健康づくり推進課

Ａ

（3）
時間外保育事業
（※延長保育事業）

保育園及び認定こども園等で、施設が設定した利用
日及び利用時間以外の日及び時間に保育を実施す
る事業

子ども施設課 Ａ

一時預かり事業【一般型】
（一時保育、預かり保育）

家庭における保育が一時的に困難となった乳幼児を
一時的に預かり、必要な保育を行う事業

子育て支援課
子ども施設課 Ａ

一時預かり事業【幼稚園型】
（一時保育、預かり保育）

家庭において保育が一時的にできない幼稚園等の在
園児を教育時間終了後に引き続き預かり、必要な保
育を行う事業

子ども施設課 Ａ

（5） 病児保育事業（病後児対応型）
病気または病気回復期にあるため集団保育ができな
い子どもを、病院・保育園等に付設された専用スペー
ス等において、看護師等が一時的に保育する事業

子育て支援課
子ども施設課 Ａ

（6） 妊婦健康診査事業
妊婦の健康を保ち、安心して出産できるよう、妊婦に
対する健康診査を実施する事業

健康づくり推進課 Ａ

（7）
乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問）

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子
育てに関する情報の提供並びに子育てについての相
談に応じ、助言その他の援助を行う事業

健康づくり推進課 Ａ

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ事業）

放課後や学校休業日に、保護者が就労等により家庭
にいない児童に遊びや生活の場を提供する事業

教育委員会生涯学習課 Ａ

放課後児童健全育成事業
（新・放課後子ども総合プラン事業）

全ての就学児童等が放課後等を安全・安心に過ご
し、学習活動等を行う事業

教育委員会生涯学習課 Ａ

（9）
養育支援訪問事業及び子どもを守る地域
ネットワーク機能強化事業

育児ストレス、望まない妊娠、虐待の恐れがあるなど、
支援が特に必要な家庭の居宅を訪問し、養育に関す
る指導、助言を行う事業

子育て支援課 Ａ

（10）
子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者が、疾病・疲労などにより児童の養育が困難と
なった場合等に、適切に保護できる児童養護施設な
どにおいて養育・保護を行う事業

子育て支援課 Ａ

（11）
子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と援
助を行う者との相互援助活動に関する連絡・調整を行
う事業

子育て支援課 Ａ

（4）

（8）

対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制を整えていた。（利用希望者等の85％以上が利用できる状況）

対象者や利用希望者に対して、ほぼ利用可能な体制を整えていた。（利用希望者等の70％以上85％未満が利用できる状況）

対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制を一部整えられていなかった。（利用希望者等の50％以上70％未満が利用でき
る状況）

対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制が整えられていなかった。（利用希望者等の50％未満しか利用できない状況）

４



３　母子保健事業

事業名 事業概要 担当課 評価

（1） 不妊治療費助成
特定不妊治療（体外受精、顕微授精）に要した費用の
一部を助成、及び不妊及び不妊治療に関する相談対
応を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（2） 不育症治療費助成
保険外医療を行った不育症検査及び治療に要した費
用を助成する。また、不育症及び不育症治療に関す
る相談対応を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（3） 産後ケア
出産後４か月以内の支援者がいない、育児不安のあ
る方を対象に、医療機関や助産所で、宿泊、日帰り、
訪問による心身のケアなどを行う。

健康づくり推進課 Ａ

（4） 乳児健康診査　第1回（3～6か月） 健康づくり推進課 Ａ

（5） 乳児健康診査　第2回（9～１１か月） 健康づくり推進課 Ａ

（6） 幼児健康診査　1歳6か月児健康診査

健康診査により、運動機能、精神発達、視聴覚障害等
の異常の発見、早期療育を図る。また、基本的生活習
慣の自立等について適切な保健指導や母親の育児
支援を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（7） 幼児健康診査　3歳児健康診査
医師・歯科医師等による健康診査及び視聴覚、尿検
査を実施する。また保健師等による個別指導や母親
の育児支援を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（8） 予防接種　4種混合
百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ（４種混合）のうち、
特に乳児が係ると重症化しやすい百日咳を防ぐため、
生後3か月から接種を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（9） 予防接種　麻しん風しん（1期）
はしかと風しんを予防するために、1歳から2歳に至る
幼児を対象に接種を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（10） 乳児1か月健康診査
疾病を早期に発見し治療につなげるとともに、産後早
期から母子への支援を実施するため、生後1か月の健
康診査を実施する。

健康づくり推進課 Ａ

（11）
幼児健康診査等事後指導（のびっこくら
ぶ）

小集団の中での遊びやふれあいを通し、子どもの身
体、精神、言語、情緒行動面の成長・発達を促すよ
う、保護者に子どもとの関わり方を指導、助言する。

健康づくり推進課 Ａ

（12）
幼児健康診査等事後指導（のびのび相
談）

幼児期の不安について希望により保育相談、発達相
談を行う。

健康づくり推進課 Ａ

（13）
幼児健康診査等事後指導（発達相談支
援）

小児神経専門医の診察及び指導により障害の早期発
見に努めるとともに、必要により療育につなげる。

健康づくり推進課 ―

（14） 妊婦訪問 健康づくり推進課 Ａ

（15） 幼児訪問 健康づくり推進課 Ａ

（16） いのちの教育　小学校 健康づくり推進課 Ａ

（17） いのちの教育　中学校 健康づくり推進課 Ａ

（18） ライフプラン教育　高等学校 健康づくり推進課 Ａ

（19） 食育推進事業
小学生・中学生の健全な発育を目指して望ましい食
生活をすすめる支援をする。

健康づくり推進課 Ａ

（20） 歯と口の健康教育
市内の中学生を対象に歯周病についての基礎的な
知識と喫煙の害について正しい知識の普及を図る。

健康づくり推進課 Ａ

（21） がん予防・生活習慣病予防教育
がん予防・生活習慣病を予防するための講話を実施
する。

健康づくり推進課 Ａ

　※「２　地域子ども・子育て支援事業」の（6）・（7）で評価をしている事業（2件）を除く

生後1歳未満までの乳児に健康診査を実施し、乳児
の健康増進を図る。前期（生後3～6か月）、後期（生
後9～11か月）の各1回を県内の医療機関に委託して
行う。

保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が訪問による
個別支援を行う。

思春期の子を対象に乳幼児とのふれあいや育児体験
等の機会を通じて自他の生命を尊ぶ気持ちを育て家
族の姿を認識できるよう支援する。また、思春期の子
を持つ親等を対象に健康教育を実施し、思春期の現
状や対応の仕方についての知識を普及する。

４

５



※自己評価 自己評価の特記事項 委員意見

保育園・幼稚園・認定こども園

地域型保育事業

確保方策の合計②

②-① （人）

 　　利用者数　  （人）

保育園・幼稚園・認定こども園

地域型保育事業

確保方策の合計②

②-① （人）

251 852 251 852 229 909

 　　利用者数　  （人） - - - - 154 827

保育園・幼稚園・認定こども園 263 852 263 852 256 824

地域型保育事業 2 8 2 8 2 8

確保方策の合計② 265 860 265 860 258 832

②-① （人） 14 8 14 8 29 △ 77

　　　（※）　自己評価上段は、幼児施設への申込者数に対して入園できた人数で評価した。

第5章
教育・保育等の
「量の見込み」
と「確保方策」

計画書Ｐ95～
(1)

１号認定
（満３歳以上 保育
の必要性なし）

１号は、満３歳以上小学校入
学前の児童で保育の必要性が
ないときに認定する。なお、
保護者の就労等で保育の必要
性があっても、幼稚園や認定
こども園の入園を希望する
（２号認定教育ニーズ）とき
においても認定する。

子ども施設課

　

１　教育・保育
　※自己評価　上段 ：  実績に対する評価

　　　　下段：計画値に対する評価

区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 内訳

Ａ
（100％）

〈実績〉
・利用者数は、量（申込者数）と同数であるが、利用者数が
利用定員を大幅に下回っている園がある。

〈計画値〉
・利用定員と利用者数の差が大きいことから、公立幼稚園の
定員見直し（適正配置）を進めている。

量　①  （人）

　　利用者数　（人）

確保方策
※利用定員

 （人）
-

1,918 1,918

Ａ
（96.9％）

Ａ
（86.2％）

〈実績〉
・待機児童は、年度当初はゼロであるが、年度末において30
人発生している。（翌年度4月1日ではゼロとなっている。）

〈計画値〉
・確保方策については計画値を下回っているが、利用定員の
弾力化により、定員を上回って受け入れている園もあり、
ニーズに応じた柔軟な対応ができた。
・また、一部の保育園及び認定こども園において、定員増を
図った。

２号認定

Ａ
（97.2％）

Ｒ6年度計画値

令和６年度

計画値 実績

947 947 977

- - 977

１号認定 １号認定 １号認定

２号認定 ２号認定
・４月１日時点において１号から３号認
定の利用者希望者が１００％受け入れら
れていることを評価する。

・職員の適正給与、適正待遇などにも目
を向け、更なる保育の質向上を目指して
ほしい。

・保育時間の延長、一時保育の増加、こ
ども誰でも通園制度など事業拡充によ
り、保育士の確保がさらに急務になると
思う。保育士の育成はもちろん、保育の
現場にも必要な手当がされて保育士の確
保につながることを願う。

３～５歳学校教育のみ ３～５歳学校教育のみ ３～５歳学校教育のみ

1,676

1,918 1,918 1,676

A
（87.4％）

- -

971 971 699

〈実績〉
・待機児童は、年度当初はゼロであるが、年度末において3人
発生している。（翌年度4月1日ではゼロとなっている。）

〈計画値〉
・確保方策については計画値を下回っているが、利用定員の
弾力化により、定員を上回って受け入れている園もあり、
ニーズに応じた柔軟な対応ができた。
また、一部の保育園及び認定こども園において、定員増を
図った。

3～5歳保育の必要あり 3～5歳保育の必要あり 3～5歳保育の必要あり

1,537

10

A
（93.1％）

- - -

1,651 1,651

10 △ 134

量　①  （人） 1,641 1,641 1,671

- - 1,625

(3)
３号認定
（満３歳未満 保育
の必要性あり）

３号は、満３歳未満の児童で
保育の必要性があるときに認
定する。

子ども施設課

３号認定 ３号認定 ３号認定

(2)
２号認定
（満３歳以上 保育
の必要性あり）

２号は、保育園や認定こども
園を利用する際に、満３歳以
上小学校入学前の児童で保育
の必要性があるときに認定す
る。

子ども施設課

量　①  （人）

確保方策
※利用定員

 （人）

０歳
保育の

必要あり

１～２歳
保育の

必要あり

０歳
保育の

必要あり

１～２歳
保育の

必要あり

０歳
保育の

必要あり

１～２歳
保育の

必要あり

確保方策
※利用定員

 （人）

1,651 1,651 1,537

※計画値…平成30年度に実施したニーズ調査の結果に基づき、国が示した算出シートを用いて算出

※自己評価上段（実績に対する評価）…実数や利用希望者等に対して十分なサービス提供体制が整っていたのかを４段階で評価

実績に対する評価 ＝利用者数 ÷ 量

Ａ 対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制を整えていた（利用希望者等の８５％以上が利用できる状況）

Ｂ 対象者や利用希望者に対して、ほぼ利用可能な体制を整えていた（利用希望者等の７０％以上８５％未満が利用できる状況）

Ｃ 対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制を一部整えられていなかった（利用希望者等の５０％以上７０％未満が利用できる状況）

Ｄ 対象者や利用希望者に対して、利用可能な体制が整えられていなかった（利用希望者等の５０％未満しか利用できない状況）

※自己評価下段（計画値に対する評価）…施策の数値目標に対する実績数値等を比較し５段階で評価

計画値に対する評価 ＝ 確保方策の合計実績 ÷ 確保方策の合計計画値量×100％

Ｓ 計画以上に進んでいる（計画値に対する実績が１００％超）

Ａ 計画どおりに進んでいる（計画値に対する実績８５％以上１００％以下）

Ｂ ほぼ計画どおりに進んでいる（計画値に対する実績７０％以上８５％未満）

Ｃ 計画より若干遅れている（計画値に対する実績５０％以上７０％未満）

Ｄ 大幅に遅れている（計画値に対する実績５０％未満）

Ⅲ 「ひたち子どもプラン2020」点検・評価一覧表（令和６年度事業）
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計画値 実績 ※自己評価 自己評価の特記事項 委員意見

Ａ

A
(100％)

【実施回数】

2,371回／月
2,371回／月

2,052回/月
984回/月（子施）
367回/月（子セ）
701回/月（子援）

Ａ

【実施か所数】

22か所
22か所

22か所
18か所（子施）
1か所（子セ）
3か所（子援）

Ａ
(100％)

Ａ

Ｓ
(106.7％)

Ａ

Ｓ
(105.6％)

Ａ

A
(95.7％)

(3) 時間外保育事業

・保育園及び認定こども園等で、施設が設定した利用日及
び利用時間以外の日及び時間に保育を実施する事業です。

〈確保内容〉保育の利用希望時間や労働時間などを考慮
し、量を確保する。

子ども施設課

【実施か所数】

30か所
30か所

〈実績〉
・実施園については、ほぼすべて利用できている。
・保育園等に通っていない保護者が利用しているが、保育園
に入園する年齢が早まってきているため、利用者は減少傾向
にある。

〈計画値〉
【子育て支援課：すくすくセンター等での利用】
・実施か所数は計画通り（2施設）であった。利用者数は見
込みより2割ほど少ないが、待機とはなっていない状況か
ら、育児疲れの解消やリフレッシュを想定した利用が、拠点
事業等の利用により補われていると考えられる。

【子ども施設課：幼児施設での利用】
・一般型については、私立保育園８園、私立認定こども園5
園、公立保育園４園で実施している。

【一般型】
・保育園での一時預かりは園によって申込方法が異なるため、申込方法を
統一するなど整備してほしい。

・保育園の入園者が増えてきたため、一時預かりの利用者は０歳～１，２
歳児と低年齢化している。保育園を利用していない保護者への支援である
この事業を安全に推進するにあたり、０歳児一人当たりの保育者の確保や
安全な空間の確保など、細やかな配慮が必要であり、一般型の事業に対し
ては、現状に合った支援体制の見直しが必要である。

【幼稚園型】
保護者の用事や仕事、リフレッシュ等で、家庭において保
育が一時的にできない幼稚園又は認定こども園の在園児を
教育時間終了後に引き続き預かり、必要な保育を行う事業
です。
〈確保内容〉認定こども園に移行する園でも実施する。
〈実施場所〉公私立幼稚園、公私立認定こども園

子ども施設課

【実施か所数】

23か所
23か所 22か所

〈実績〉
・実施園については、ほぼすべて利用できている。
・公立田尻幼稚園が令和6年4月から休園し、令和７年３月
末をもって廃止となったため、実施園が１か所減少してい
る。
〈計画値〉
・幼稚園型については、私立幼稚園８園、私立認定こども園
10園、公立幼稚園２園、公立認定こども園２園で実施して
いる。

32か所

〈実績・計画値〉
・保育園、認定こども園で時間外保育を実施できる体制は
整っている。
・なお、利用者については、保育短時間認定（最大８時間ま
で利用可能）の者が、本人の申出等により標準時間認定（最
大11時間まで利用可能）に切り替えることで、時間外保育
を利用せずに通常の保育時間内で利用している場合もあるた
め、見込みに比べて利用者数が少なくなっている。

・母子保健型が統合され、こども家庭センター型として妊娠時期から乳幼
児の養育に切れ目のない支援ができるようになり、子育てに抱く不安に対
して、しっかり相談でき、応えることのできる体制整備に繋がったことを
評価している。

・土、日、祝日の相談体制をはじめ、３か所の維持に加え、他との連携も
視野に入れ、子育て支援施策等をさらに推進してほしい。

(2)
地域子育て支援
拠点事業

子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・
悩みを相談できる場を提供する事業です。事業内容として
は、①交流の場の提供・交流促進　②子育てに関する相
談・援助　③地域の子育て関連情報提供　④子育てや子育
て支援に関する講習等を実施します。

〈実施場所〉
　子援：子どもセンター、子どもすくすくセンター、
　　　　十王交流センター、南部図書館
　子施：幼児施設18か所（うち公立3）

子育て支援課

子ども施設課

〈実績〉
・各施設ともに 新型コロナウイルス感染拡大防止のための、
施設利用人数制限を令和６年４月１日に撤廃し、実施回数は
回復傾向にあるが、コロナ前の水準までは戻っていないた
め、計画値を下回っている。
・１歳から２歳の保育施設入園児童の割合が増加し、保育園
等に通っていない児童の割合が減少しているため、計画値を
下回った。

〈計画値〉
・子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安、
悩みを共有できる場として定着している。
・子どもセンター等の公共施設4か所、公立保育園1か所、
公立認定こども園2か所、私立保育園6か所、私立認定こど
も園９か所の計22か所が設置されている。

令和6年度

第5章
教育・保育等の
「量の見込み」
と「確保方策」

計画書Ｐ100
～

(1) 利用者支援事業

子育て家庭が、幼稚園・保育園等の施設や、地域の子育て
支援事業などから必要な支援を選択して利用できるよう
に、情報の提供や相談・支援などを行う事業です。

【類型】
・「基本型」：教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利
用できるよう支援を行う。利用者支援と地域連携の２つの柱で構成し
ている。
・「特定型」：市の窓口で実施。保育サービス等に関する相談に応
じ、情報提供や利用に向けての支援を行う。
・「こども家庭センター型」：児童福祉と母子保健が連携し切れ目な

い包括的な支援を実施する。

〈確保内容〉基本型・特定型・こども家庭センター型の３
か所を継続して実施する計画としている。

子育て支援課

【設置か所数】

3か所
3か所 3か所

〈実績〉
・令和6年4月から、基本型である子どもセンター、特定型
である市役所窓口、こども家庭センター型であるこども家庭
センターの3か所で、子育てに関する情報提供や相談支援を
実施し必要な支援に繋げた。
・こども家庭センターでは、子ども家庭総合支援拠点(児童福
祉)と子育て世代包括支援センター「すこやかひたち」(母子
保健)の機能を統合し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもを
対象として、一体的に相談支援を行うことにより、相談支援
体制の強化を図ることができた。
〈計画値〉
・基本型、特定型、こども家庭センター型の3か所において
事業を実施し、包括的な相談支援を行うことができた。ま
た、支援に当たっては、専門の相談員を配置し、必要な支援
を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制
づくり等を進めた。

(4) 一時預かり事業

【一般型】
・保護者の用事や仕事、疲れ、リフレッシュ等のため、家
庭における保育が一時的に困難となった乳幼児を一時的に
預かり、必要な保育を行う事業です。

〈確保内容〉実施箇所は現在の実施事業者を維持しつつ、
ファミリー・サポート・センターやトワイライトステイを
含め対応を図る。

〈実施場所〉公私立保育園、私立認定こども園、子どもす
くすくセンター、日照養徳園

子育て支援課
子ども施設課

【実施か所数】

18か所
18か所

19か所
1７か所（子施）
2か所（子援）

２　地域子ども・子育て支援事業

※自己評価　上段：　実績に対する評価

　　　　下段：計画値に対する評価

区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 Ｒ6年度計画値

                                                         7



計画値 実績 ※自己評価 自己評価の特記事項 委員意見

令和6年度
区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 Ｒ6年度計画値

Ａ

Ｂ
(70.0％)

Ａ

C
(67.7％)

Ａ

B
(73.3％)

【登録数】
1,533人

1,533人 1,789人 Ａ

【施設数】
公設36か所

公設36か所
公設４5か所（２４施設＋
2・３クラス目の整備）

【施設数】
民間12か所

民間10か所
民間１１か所（１０施設
＋2クラス目の整備）

Ａ

Ａ
(100％)

(8)

放課後児童健全
育成事業
（放課後児童クラ
ブ）

放課後や学校休業日に、保護者が就労等により家庭にいな
い児童に遊びや生活の場を提供する事業です。

〈確保内容〉公設放課後児童クラブの定員拡大及び民間事
業への支援。
　　※施設数は、年度当初に受入可能な個所数。複数の教室を
利用する場合には部屋ごとにカウントしています。

生涯学習課

〈実績〉
・令和６年４月１日現在、待機児童数０人。
・河原子及び金沢児童クラブは、利用希望者の増加に伴い、
１クラスでは不足するため２クラス目を開設した。

〈計画値〉
・登録数：公設児童クラブ及び民間児童クラブの登録児童
数。
・施設数（公設）：公設児童クラブでは、一部を除き、各ク
ラブ２クラス開設する計画で、クラブ室を確保してきた。

・児童クラブの利用者は年々増えており、特に夏休みなどの長期休業期間
は支援員の負担も大きい。共働き家庭が増えていく中、学校の長期休業の
期間の児童クラブの在り方について支援員の負担軽減と児童の育成環境の
充実を見据えて見直しを検討する必要がある。児童クラブへ通う子供たち
が、安心して過ごせる場であってほしい。

・事業としては目的を達成しており、受け入れ体制は十分整えられている
が、「配慮を必要とする」児童の増加に伴い支援員の対応の困難さが顕著
になってきている。支援策としては、定期的な巡回と適切な支援機関の紹
介が考えられる。一方、保護者の対応にも苦慮することが散見され、精神
的に不安定な保護者への対応も難しくなっており、根拠のない苦情や過度
のクレーム等への支援員の苦労が垣間見られる。定期的な研修等で支援員
の資質向上を図っているが、対応が十分に行き渡らないのが実情である。

・運営の外部委託が定着し、クラブを利用する生徒数は増加している。ク
ラブの適正人員、クラスの増設、支援員の増員等、外部委託についての評
価、見直し等もきめ細かく対応してほしい。

・児童クラブ事業と、放課後子ども教室事業の一体的整備は、子どもたち
の安全で心地よい居場所づくりを優先し、慎重に推進する必要がある。

Ｓ
(110％)
※施設数

放課後児童健全育
成事業
（新・放課後子ど
も総合プラン）

放課後子ども総合プランは、共働き家庭等の「小１の壁」
を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全
ての就学児童等が放課後等を安全・安心に過ごし、学習活
動等を行う事業です。本市では、放課後児童クラブ及び放
課後子ども教室の一体的な整備を推進します。

生涯学習課

【実施施設数】

25か所

【実施施設数】

23か所
23か所

〈実績・計画値〉
・放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的実施とし
て、合同での活動を継続している。
・令和６年６月に地域学校協働活動推進員を委嘱し、学校と
地域の連絡調整や環境整備等を行った。定期的に連絡会を実
施し、情報交換や資質向上を図った。

(7)

乳児家庭全戸訪問
事業
（こんにちは
赤ちゃん訪問）

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て
に関する情報の提供並びに子育てについての相談に応じ、
助言その他の援助を行う事業です。

〈実施体制〉個人委託助産師及び市保健師・助産師・看護
師により実施

健康づくり推進課

【訪問実人数
（対象者数）】

863人

863人 633人

〈実績〉
・令和6年の訪問対象者は641人で、訪問率は98.8％であった。
転出や長期入院等で訪問が難しい状況を除き、ほぼすべての乳児
世帯への訪問を行った。
〈計画値〉
・見込み量はニーズ調査によらず、全戸（訪問率100％）という
事業趣旨から、出生数（0歳児推計人口）と同数として算出して
いる。
・少子化に伴い、訪問者数は減少している。

・病後児対応型
　４か所
（私立保育園・認定
　こども園）
・体調不良児対応型
　２か所
・ファミリーサポートセ
ンター１か所

〈実績・計画値〉
・病後児対応型については、私立の保育園・認定こども園４
か所、さらには、ファミリー・サポート・センターによる相
互援助活動により確保している。
・また、体調不良児対応型については、通所中に体調不良と
なった在園児を保護者が迎えに来るまでの間、預かってい
る。
※ファミリー・サポート・センターによる病後児預かりは、
自主事業として実施。

・実施している園が北部よりである。南部地区にも病後児保育事業が整備
されると良い。

(6) 妊婦健康診査事業

妊婦の健康を保ち、安心して出産できるよう、妊婦に対す
る健康診査を実施する事業です。

〈実施体制〉県医師会・県外医療機関との委託契約により
実施

健康づくり推進課

【受診者数】

902人
902人

611人

7,982回

(5) 病児保育事業

保護者の就労などにより保育を必要とする子どもが病気ま
たは病気回復期にあるため集団保育ができないときに、病
院・保育園等に付設された専用スペース等において、看護
師等が一時的に保育する事業です。
【類型】
・病児対応型　・病後児対応型　・体調不良児対応型　・
非施設型（訪問型）

〈確保内容〉令和6年度末までに、病児対応型の開設を目
指す

子育て支援課
子ども施設課

【実施か所数】
・病児対応型
1か所
・病後児対応型
6か所
・体調不良児対
応型
2か所
・ファミリーサ
ポートセンター
1か所

・病児対応型
1か所
・病後児対応型
6か所
（私立保育園・認定
　こども園・すくすく）
・体調不良児対応型
2か所
・ファミリーサポートセ
ンター
1か所

〈実績〉
・令和6年の妊婦健康診査受診券の交付者に対する、妊婦健
康診査の第１回受診率は98.5％となっており、すべての妊
婦が受診できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・量の見込み量はニーズ調査によらず、出生数を勘案して受
診者の数を算出し、健診回数は1人当たりの平均受診回数
（12回）を受診者数に乗じて算出している。受診者数及び
回数は、里帰り出産等で県外の医療機関で受診した場合も含
まれている。出生数の減少もあり、妊婦健診受診者数は減少
している。

・第１回目から全ての妊婦が受診できる体制を整えているとの評価だが、
さらに市内での受診率を上げるためにも産科、小児科医の確保等が必要で
ある。出生数の減少は続くと思うが、日立市としてきめ細かく推進してい
るこの事業を維持し、安心して出産、育児できるまちを目指し、出生数の
減少に歯止めをかけてほしい。

第5章
教育・保育等の
「量の見込み」
と「確保方策」

計画書Ｐ100
～
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計画値 実績 ※自己評価 自己評価の特記事項 委員意見

令和6年度
区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 Ｒ6年度計画値

Ａ

A
(88.9%)

Ａ

C
(60％)

Ａ

D
(32.9％)

(10)
子育て短期支援事業
（ショートステ
イ）

保護者が、疾病・疲労などにより児童の養育が困難となっ
た場合等に、適切に保護できる児童養護施設等において養
育・保護を行う事業です。

〈確保内容〉4施設（乳児院1、児童養護施設3）で実施
を予定

子育て支援課

【利用者人数】
42人

【委託施設数】
4か所

4２人
4か所

〈実績〉
・利用希望者に対し、支援可能な体制を整えることができ
た。

〈計画値〉
・放課後児童クラブの預かり時間延長等により、小学生の放
課後預かりの利用者数が減少している。

・ファミリー・サポート・センター事業の特徴は、諸制度の整備による需
要の変化に対し、切実な個別の要望に、柔軟に応えることにある。登録料
を無料にして3年経過し、登録しやすくなったはずだが、登録利用者は伸
び悩んでいる。万一の時のためにも利用登録が大切であることを広報する
ことが、利用者の安心につながる。

25人
5か所

〈実績〉
18人（2歳児以上）
0人（2歳児未満）

・延べ利用人数は25人、実人数は18人であった。養育者の
出産に伴う入院や疾病、配偶者の出張等による家庭内での養
育困難を背景とした利用であった。

〈計画値〉
・計画値に対し利用人数が少なく実績が下回った。

(11)

子育て援助活動支
援事業
（ファミリー・サ
ポート・センター
事業）

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と援助を
行う者との相互援助活動に関する連絡・調整を行う事業で
す。

〈確保内容〉協力会員による各種支援事業を実施
　・令和６年度会員数　664人
　　利用会員490人、協力会員171人、両方会員3人

子育て支援課

【一時預かり】
【小学生の

放課後預かり】

1,500人

1,500人 493人

(9)

養育支援訪問事業
及び子どもを守る
地域ネットワーク
機能強化事業

【養育支援訪問事業】
育児ストレス、望まない妊娠、虐待の恐れがあるなど、支
援が特に必要な家庭の居宅を訪問し、養育に関する指導、
助言を行う事業です。

〈実施体制〉子育て支援課・健康づくり推進課保健師・助
産師

【子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業】
要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワー
ク）の機能強化を図るため、調整機関職員や関係機関構成
員の専門性強化と、地域ネットワーク機関間の連携強化を
図る取組をします。

子育て支援課

養育支援訪問事
業

【対象人数】

45人

45人 40人

〈実績〉
・該当するケースの増減はないが、ケースの家族構成が多子
世帯が多いため対象とする児童数が増加している。
・達成率は、88.9パーセントである。1ケースへの平均訪問
回数は5.5回で、最多訪問回数は12回、定期的に訪問が必要
なケースが増えている。

〈計画値〉
・養育が難しい家庭に対しての事業であるので、ケースワー
カー・こども家庭相談員等の複数回の訪問支援は必須で事業
内容に合っており評価して良い部分である。

第5章
教育・保育等の
「量の見込み」
と「確保方策」

計画書Ｐ100
～
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計画値 実績
※自己評

価
自己評価の特記事項 委員意見

Ａ

S
(116.7％)

A

D
(20％)

A

B
(73.3％)

Ａ

A
(98.8％)

Ａ

S
(115.5％)

Ａ

A
(100％)

A

A
(98.6％)

Ａ

S
(102.1％)

A

A
(88.9％)

第6章
母子保健計画の
推進

計画書Ｐ119
～

(4)
乳児健康診査　第1
回（3～6か月）
【医療機関健診】

生後1歳未満までの乳児に健康診査を実施し、乳児の健康
増進を図る。前期（生後3～6か月）、後期（生後9～11
か月）の各1回を県内の医療機関に委託して行う。

【受診率(％)】

95%

産後ケア
出産後1年未満の支援者がいない、育児不安のある方を対
象に、医療機関や助産所で、宿泊、日帰り、訪問による心
身のケアなどを行う。

【利用実件数】
30件

〈実績〉
・すべての利用希望者が接種できる体制を整えていた。令和
６年度から四種混合ワクチンから五種混合ワクチンへ移行さ
れたため、四種混合と五種混合を合わせた接種率で計上し
た。
〈計画値〉
・赤ちゃん訪問や1歳6か月児健康診査時に接種の勧奨をし
た。また、接種忘れを防ぐために、ひたち母子手帳アプリの
利用を勧奨した。(9)

予防接種　麻しん
風しん（1期）

はしかと風しんを予防するために、1歳から2歳に至る幼
児を対象に接種を行う。

【接種率(％)】

95%
95.0% 84.5%

(8) 予防接種　4種混合
百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ（４種混合）のう
ち、特に乳児が係ると重症化しやすい百日咳を防ぐため、
生後3か月から接種を行う。

【接種率(％)】

98%
98.0% 100.1%

【受診率(％)】

80%
80.0% 92.4%

(6)

(7)
幼児健康診査　3歳
児健康診査
【集団健診】

幼児期において身体発達及び精神発達の面から最も重要な
時期である3歳児に対して、医師・歯科医師等による健康
診査及び視聴覚、尿検査を実施する。また保健師等による
個別指導や母親の育児支援を行う。

【受診率(％)】

98.5%
98.5% 97.1%

幼児健康診査　1歳
6か月児健康診査
【集団健診】

幼児初期の健康診査の実施により、運動機能、精神発達、
視聴覚障害等の異常の発見、早期療育を図る。また、基本
的生活習慣の自立、虫歯予防、幼児の栄養について適切な
保健指導や母親の育児支援を行う。

【受診率(％)】

98%
98.0% 98.0%

健康づくり推進課

【申請実件数】

5件
5件 1件

(1)

３　母子保健事業
※自己評価　上段　：実績に対する評価

　　　　下段：計画値に対する評価

区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 Ｒ6年度計画値
令和６年度

〈実績〉
・すべての利用希望者に対して助成を行った。
〈計画値〉
・想定より申請者が少なかったため、引き続き、助成事業の
周知を図っていく。

(3) 30件 ２２件

〈実績〉
・すべての利用希望者が利用できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・妊娠中から産後の支援者の有無について把握し、不安のあ
る方には利用を勧奨した。
・出産後、本人の希望があればすぐに利用できるように、そ
の都度医療機関等と連絡・連携を行った。

不妊治療費助成

不妊に悩む夫婦の経済的負担及び精神的負担の軽減を図る
ため、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）に要した費用
の一部を助成する。また、不妊及び不妊治療に関する相談
対応を行う。

【申請実件数
(申請延件数)】

実90件
(延130件)

・こんにちは赤ちゃん事業で訪問する中で、不安を抱える親
子の状況に対する気付き、医療機関との連携体制など、早期
の対応につなげている。ケア期間を１年に延長したことで養
育支援訪問事業とともに、親子をしっかりと見守っていく体
制整備を進めてほしい。

実90件
(延130件)

105件
(203件)

〈実績〉
・すべての利用希望者が利用できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・想定を超える利用希望があった。

(2) 不育症治療費助成

不育症に悩む夫婦の経済的及び精神的負担軽減を図る。保
険外医療を行った不育症検査及び治療に要した費用から、
1回の検査及び治療につき、50,000円を限度とし、年度
あたり1回、助成回数の制限なしで助成する。また、不育
症及び不育症治療に関する相談対応を行う。

・不妊に悩み治療を受ける夫婦が、周りも含めて想像以上に
多い。子どもを望む若い夫婦にとって、治療が保険適用に
なったことは経済的にも精神的にも大きな助けになる。悩み
相談も含め、手厚い支援をさらに進めてほしい。

〈実績〉
・すべての利用希望者が健診を受診できる体制を整えてい
た。

〈計画値〉
・共働き世帯等への休日健診の勧奨や保育園等と連携し、未
受診者の全数把握に努めた。児童虐待防止の視点からも、未
受診者対策を実施した。

95.0% 93.9%

〈実績〉
・すべての利用希望者が健診を受診できる体制を整えてい
た。
〈計画値〉
・未受診者に虐待リスク者が含まれていることが想定される
ため、未受診者に対する受診勧奨及び受診状況の把握に努め
た。

・とても高い受診率で乳児の健康診査を実施できていること
を高く評価する。未受診者への対策についても対応し、成果
を上げている。今後も未受診者の把握、受診対策をしっかり
と進めてほしい。

(5)
乳児健康診査　第2
回（9～１１か月）
【医療機関健診】
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計画値 実績
※自己評

価
自己評価の特記事項 委員意見

区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 Ｒ6年度計画値
令和６年度

Ａ

S
(104.9％)

A

C
(66.7％)

A

B
(81.8％)

―

―

Ａ

A
(96.7％)

A

Ｓ
(252.4%)

(14) 妊婦訪問

保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士が訪問による個別支
援を行う。

【延訪問回数
(回)】
30回

30回 29回

第6章
母子保健計画の
推進

計画書Ｐ119
～

(10) 乳児1か月健康診査
疾病を早期に発見し治療につなげるとともに、産後早期か
ら母子への支援を実施するため、生後1か月の健康診査を
実施する。

(15)

乳幼児の健康診査及び相談、医療機関、訪問等から発見さ
れた問題のある子どもに対して、小児神経専門医の診察及
び指導により障害の早期発見に努めるとともに、必要によ
り療育につなげる。

事業終了 ― ―

90.0% 94.4%

〈実績〉
・すべての該当者に対応できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・少子化等による希望者減少のため、縮小して実施した。
・子どもの発達や関わり方に不安を抱く保護者に対して、親
子にとって適切な時期に利用できるよう体制を整えていた。

(11)
幼児健康診査等事
後指導（のびっこ
くらぶ）

1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、幼児の家庭訪問
等の結果から事後指導が必要な子と保護者を対象に、小集
団の中での遊びやふれあいを通し、子どもの身体、精神、
言語、情緒行動面の成長・発達を促すよう、保護者に子ど
もとの関わり方を指導、助言する。

【実施回数(回)
(延参加者数
(人))】
66回

(400人)

66回
(400人)

44回
(179人)

健康づくり推
進課

〈実績〉
・すべての該当者に対応できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・少子化に伴い、会場を集約して実施した。
・子どもの発達や関わり方に不安を抱く保護者に対して、親
子にとって適切な時期に利用できるよう体制を整えていた。

(12)
幼児健康診査等事
後指導（のびのび
相談）

幼児期の不安について希望により保育相談、発達相談を行
う。

【実施回数(回)
(相談実件数
(件))】
22回

(125件)

22回
(125件)

18回
(97件)

〈実績〉
・すべての該当者に対応できる体制を整え、実施できた。対
象者の状況に合わせ、訪問だけでなく電話や面接等で対応し
た。必要時、福祉部門とも連携し、実施できた。
〈計画値〉
・若年妊婦、精神疾患がある妊婦、社会的背景にリスクがあ
る妊婦等が増えているため、産科医療機関等関係機関と連携
をとりながら対応した。

幼児訪問
【延訪問回数

(回)】
210回

210回 530回

〈実績〉
・すべての該当者に対応できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・家庭訪問に加えて、5歳児健診対象者に対する幼稚園・保
育園への個別訪問を行い支援を行うことができた。

・令和４年度で事業が終了となったため、令和５年度以降は
実績及び計画なし。

(13)
幼児健康診査等事
後指導（発達相談
支援）

〈実績〉
・すべての該当者に対応できる体制を整えていた。
〈計画値〉
・出生届の際に受診票を配布し、事業の周知を図った。

健康づくり推進課

【受診率】
90.0%
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計画値 実績
※自己評

価
自己評価の特記事項 委員意見

区分 ＮＯ 事業名 事業概要 担当課 Ｒ6年度計画値
令和６年度

Ａ

A
(96％)

Ａ

A
(100％)

Ａ

A
(100％)

Ａ

D
(30%)

Ａ

S
(106.7%)

A

D
(20％)

・命の大切さや命のつながりを学ぶことができる貴重な機会
だからこそ定着しているのだと思う。今後もぜひ継続してほ
しい。

・小学校では、調理場の栄養教諭による栄養指導等を全校で
実施しているため、食育講座を希望する学校が少ないのでは
ないか。事業内容が類似しているため、特色をもたせるか、
同時に開催するなど教育委員会と連携・協力するとよりよ
い。

17校

〈実績〉
・市内全校で実施した。
〈計画値〉
・中学生への正しい知識の普及、性感染症の防止に努めた。

(16)
いのちの教育
小学校

思春期の子を対象に乳幼児とのふれあいや育児体験等の機
会を通じて自他の生命を尊ぶ気持ちを育て家族の姿を認識
できるよう支援する。また、思春期の子を持つ親等を対象
に健康教育を実施し、思春期の現状や対応の仕方について
の知識を普及する。

【小学校(校)】
25校

25校 24校

【高校(校)】
9校

9校 9校

〈実績〉
・市内全校で実施した。
〈計画値〉
・高校生への正しい知識の普及啓発、望まない妊娠の防止に
努めた。

健康づくり推
進課

〈実績〉
・希望があれば実施できる体制を整えていた。

〈計画値〉
・小学生等に対して食育講座を実施した。

〈実績〉
・市内全校で実施した。
〈計画値〉
・小学4年生親子を対象に、いのちの大切さ、思春期につい
て啓発を行った。
・小学校統合のため１校減の実績となった。

(18)
ライフプラン教育
高等学校

〈実績〉
・市内全校で実施できる体制を整えていた。

〈計画値〉
・全公立中学校に茨城キリスト教学園中学校、日立一高付属
中学校を加えた17校で実施することを計画したが、中里中学
校、茨城キリスト教学園中学校、平沢中学校は１回につき全
校生徒を対象としているため3年に1回の実施となっている。

〈実績〉
・希望があれば実施できる体制を整えていた。

〈計画値〉
・がん教育が平成30年度から強化されたことを踏まえ、今後
の学校からの依頼時の対応に努める。

(17)
いのちの教育
中学校

【中学校(校)】
17校

17校

(21)
がん予防・生活習
慣病予防教育

がん予防・生活習慣病を予防するための講話を実施する。
【実施回数(回)】

5回
5回 1回

(20) 歯と口の健康教育
市内の中学生を対象に歯周病についての基礎的な知識と喫
煙の害について正しい知識の普及を図る。

【実施回数(回)】

15回
15回 16回

(19) 食育推進事業
小学生・中学生の健全な発育を目指して望ましい食生活を
すすめる支援をする。

【実施回数(回)】

10回
１０回 ３回
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4  その他の意見

区分 委員意見

その他

・日立市には子育て支援に関するサービスが多くすばらしいと思う。子どもたちが、
安全で心豊かに夢をもって過ごせ、日立が好きで住み続けたいと思える街になってほ
しい。

・在宅育児の保護者への支援も充実すると良い。

・同じメンバーの保護者が集まる機会があると、在宅育児の保護者同士つながりが持
てると思う。

・小中学生の相談先が少ないと感じるため、今後増やしてほしい。

・５歳児健診で子どもの状態を判断する際、今後も引き続き、行政、専門家、現場の
職員との連携が重要である。

・学校の長期休業中などに、安価で食事が提供される「子ども食堂」のような施設の
充実が望まれる。施設の情報提供が必要だと思う。

13


